
第３次五泉市生涯学習推進基本計画【概要版】
計画の目的

計画の位置づけ

基本理念 重点施策

　本計画は、本市における生涯学習施策を、総合的、体系的に推進する

ことを目的としています。

　教育行政部門・教育機関のみならず、一般行政部門や関係団体等とも

連携し、効果的に施策を展開し、全ての市民に生涯学習が波及すること

をめざしています。

　策定にあたっては、2023年に実施した市民への「生涯学習に関する市

民意識調査」による現状把握、一般公募の委員を加えた五泉市生涯学習

推進基本計画策定委員会における協議、計画に対するパブリックコメン

トの募集などを行い、市民の参画を得ることを心がけました。

　「第２次五泉市総合計画（2017～2026年度）」の基本政策である

「いきいきの泉」の中の「ともに学び生きがいをもてるまちづくり」及

び「ふれあいの泉」の中の「青少年を地域ぐるみで育むまちづくり」の

実現に向け、生涯学習分野の個別計画として策定します。

　策定にあたっては、「第２次五泉市総合計画」のほか、各種行動計画

との整合性を保ちながら検討するものとします。また、急激な社会情勢

の変化や市民の強い要望などがあった場合は、必要に応じて計画を見直

します。

　市民一人ひとりの「学びを支える」「能力を活かす」「想いを形にす

る」という基本姿勢を重視し、学習機会・学習環境の充実を図り、学習

成果が地域や社会貢献につながるしくみづくりを推進します。

　具体的には以下を重点施策として、各事業に取り組みます。

◎多様な情報提供手段の活用　～アナログからデジタルまで～

　市民の学習意欲を高め、学びの機会を逃すことなく生涯学習へとつな

げていくためには、様々なソーシャルメディアを駆使する人たち、仕事

や子育てに忙しい人たち、余暇の時間を有効に活用する人たちなど、そ

れぞれのターゲットに合わせた多様な情報提供手段の活用が重要です。

　対象者の年齢や社会環境などにきめ細かく配慮し、「広報ごせん」に

よる分かりやすい情報発信に加え、多様なSNSなどを効果的に活用し、

届けたい情報を的確に伝え、さらには市民が自らその情報を手に入れや

すくなる手段を検討していきます。

◎ 多彩な連携と協働の推進　～枠組みを超え生み出される活力～

　熱意や創造性、新たなチャレンジやボランティア精神を持っている市

民・民間事業者などの団体が、地域の中にはたくさんいます。それらの

多彩な活力を掘り起こし連携・協働しながら、きめ細やかで活気あふれ

る生涯学習を推進していきます。

　同時に公民館・スポーツ施設・図書館などの「生涯学習施設」と学校

や福祉施設、関連する部署と部署など、組織の枠組みを超えて連携しあ

う体制をさらに強化することで、より効果的・効率的な生涯学習の推進

をめざします。

目標達成のための基本姿勢

　これからのまちづくりには、市民や団体、地域と行政がそれぞれの役割

（自助・共助・公助）を果たしながら、お互いに知恵と力を出し合い協

力・連携し、ともに行動すること（協働）が求められています。

　また、市民一人ひとりがいきいきと暮らし、ともに支え合える地域づく

りを推進し、さらに次代を担う子どもたちを社会全体で育むということが

必要とされています。そのためには生涯にわたり自ら学び、学んだ成果を

地域に還元する、地域づくりや人づくりに役立てる姿勢をもった生涯学習

が欠かせません。

　こうした生涯学習社会を創り上げるために、次のとおり基本理念を設定

します。

ともに学び喜び誰もが活躍できる
五泉（まち）

2024～2028
（5年間）

　基本理念「ともに学び喜び　誰もが活躍できる五泉（まち）」をめざ

し、本計画における具体的な施策に取り組んでいくにあたって、どの施策

にも共通した課題を解決するため、担当課や事業の枠を越えて横断的・一

体的に取り組むべき基本姿勢を、次のように定めます。

市民一人ひとりの
「学びを支える」
「能力を活かす」

「想いを形にする」

計画の期間

◎ 人づくりを通じたまちづくり　～学び教え喜びをわかちあう～

　学びの中で得た知識や技能は、誰かに教えたり、人の役に立ったり、

発表し評価されたりすることで大きな喜びや生きがいへとつながりま

す。また、学びの機会を通じた仲間づくりや交流は、人生においてかけ

がえのない潤いをもたらします。

　少子高齢化や地域の関係の希薄化といった諸問題に対応し、人、家

庭、学校、地域、さらには世代をつなぎ新たな活力を生み出すための手

段として、学習や成果発表の機会と学びを活かせる仕組みを充実させ、

人づくりを通じたまちづくりを推進します。前期計画
（5年間）

　この計画は、2024～2028年度の5年間を計画期間とします。

　ただし、第３次五泉市総合計画（2027～2036年度）に合わせ、必要

に応じて一部見直しを行うこととします。

年度

第２次五泉市生涯学習
推進基本計画

第２次五泉市総合計画

第３次五泉市生涯学習
推進基本計画

第３次五泉市総合計画

2018年度～2031年度

2018～2023
（6年間）

前期計画
（5年間）

後期計画
（5年間）




